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スマホ、携帯電話で「ウィークリーニュース」が見られます
ホームページでYouTube版「ウィークリーニュース」の動画が見られます。

最新YouTube版　須藤甚一郎「ウィークリーニュース」（８０４号）は、憲法違反の小学校長交際費の特集です。ご覧ください！QRコードですぐ見られます。
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須藤 甚一郎
目黒区の問題
がよくわかる 政務活動リポート

須藤甚一郎　政務活動リポート 平成30年11月号　（1）
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憲法の政教分離原則を無視する
尾崎富雄教育長

青木英二区長は、
小学校長に毎年、
区長交際費を支給

　私、須藤甚一郎は平成３０年７月２５日
付で、目黒区立小学校長ら合計２９人が、
交際費の使途基準を無視して、総額５０万
円も神社仏閣に支出した。明らかに憲法
２０条、８９条に違反であり、憲法で規定す
る「政教分離の原則」に違反するので、最
高裁に上告理由書を提出した。
　そこで私は、憲法違反の住民訴訟を提
起した。しかし、東京地裁、東京高裁、では
公金を神社仏閣に支出してはいけないの
に、ずれも棄却されたのである。
　目黒区教育委員会の次長や何人もの課
長ら５名が、共同して校長ら神社仏閣へ支
出した金額を補填したのである。つまり、
目黒区は損害が補填されて、法律上請求
棄却になるというわけである。
　しかし、そんなことをしても、２９人の校
長らが支出した公金による交際費は、支出
されたままであり、公金が補填されたわけ
ではない。
　昭和53年3月30日のつぎの最高裁判
例があるので、それを引用した。
　「最高裁昭和53年3月30日の判例（民
集３２巻２号４８５頁）は、直接には提訴手
数料に関するものであるが、住民訴訟の
意義について次のように判示している基
本的な判例である。
　「住民訴訟はいわゆる４号請求の場合
不法行為損害賠償請求訴訟なり不当利得
返還請求訴訟の形式をとるから、損害が
補填された場合には、それだけで請求棄
却になる。
　しかし、住民訴訟は、本来は、賠償請求
だけが主たる目的ではなく、地方公共団
体の財政上の違法を是正・防止することが
目的である。したがって、地方公共団体の
財務会計行為が、最終的には損害が補填
された場合でも、財務会計行為が違法で
あれば、これを明らかにすることも住民訴
訟の目的とすべきである。
　繰り返しになるが、判例のつぎの部分は
重大な判断である。損害が填補された本
件にもあてはまり、損害がないとしても、
賠償請求だけが目的ではない。」
　判例は続けて述べる。「しかし、住民訴
訟は、本来は、賠償請求だけが主たる目的
ではなく、地方公共団体の財政上の違法
を是正・防止することが目的である。した
がって、地方公共団体の財務会計行為が、
最終的には損害が補填された場合でも、
財務会計行為が違法であれば、これを明
らかにすることも住民訴訟の目的とすべ
きである。損害がないとして、その判断を
行わないのは、財務会計行為が違法かど
うかの判断をうやむやにし、再び同じ事が
行われるおそれがある。これは住民訴訟

の意義に反する。普通の民事訴訟とは違
うと解すべきである。」
　「損害がないとして、その判断を行わな
いのは、財務会計行為が違法かどうかの
判断をうやむやにし、再び同じ事が行われ
るおそれがある。これは住民訴訟の意義
に反する。普通の民事訴訟とは違うと解す
べきである。
　この観点からすれば、違法な財務会計
行為によって生じた損害が補填されて消
滅しても、審理と裁判所の判断の順序と
しては、損害論から入るのではなく、違法
性、故意過失、損害の順で判断することが
住民訴訟制度の趣旨に合致するものであ
る。」

以上

　私が平成３０年（行サ）第８９号で引用し
た「最高裁昭和５３年３月３０日の判例は、
極めて厳しく正しい判決である。
　たとえば、「しかし、住民訴訟は、本来は、
賠償請求だけが主たる目的ではなく、地
方公共団体の財政上の違法を是正・防止
することが目的である。したがって、地方
公共団体の財務会計行為が、最終的には
損害が補填された場合でも、財務会計行
為が違法であれば、これを明らかにするこ
とも住民訴訟の目的とすべきである。」
　さらに「「損害がないとして、その判断を
行わないのは、財務会計行為が違法かど
うかの判断をうやむやにし、再び同じ事が
行われるおそれがある。これは住民訴訟
の意義に反する。普通の民事訴訟とは違
うと解すべきである。」
まさに、このとおりである。
　しかし、目黒立小学校の２９人の校長ら
は、禁止されている神社仏閣への交際費
約５０万円を支出したのに、地裁、高裁、
最高裁のいずれもが、目黒区の幹部職員
よって、神社仏閣で支出した金員はすで
に補填されているとして、損害がないとし
て、棄却にしてしまったのである。政教分
離の原則に違反することも、財務会計行
為違法か否かも、うやむやにしてしまった
のである。

目黒区民・宮内実太郎さんが、撮影した鷹番小学校長が
碑文谷八幡の祭礼に３千円奉納した証拠だ

須藤コメントはこうだ！

おかしいぞ！
憲法２０条８９条違反なのに
最高裁までが、なぜ棄却した！
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元目黒区議
宮本 なおみ

（８２歳）
　多くの人がテレビの
釘づけになった
　船戸結

ゆ あ

愛ちゃんは目
黒区東が丘のアパートで両親の虐待によっ
て死亡した。今年の３月２日である。５歳で
あった結愛ちゃんは厳寒の冬の季節である
から、当然のこと手足は凍傷になっていたと
いう。普通であればいたずら盛りの一番可愛
い時期である。したがってニュースになると
たちまち巷の話題となった。
　体重は５歳児平均を下回る７キロというか
ら、他の５歳児の３分の２となる。食べ物も満
足に与えられていなかったのではないだろ
うか。利発そうな写真と「もうおねがい　ゆ
るして　ゆるしてください」と書き残してい
る。５歳児がそんな言葉を普通は使わない。
何か「せつない−悲しさ」を感じて、「目黒区
の」「目黒区の」と数日、テレビや新聞に出る
と、当時、私はじっとしていられない気分に
なったものであった。この時、須藤甚一郎さ
んも同じ思いでいたらしく、議会で質疑をす
ることとなる。
　安倍政権の下では、生活格差が広がり貧
困世帯は増加し、苦しくなる一方だ。勢い子
ども達にしわ寄せがなされることは必然で
ある。子ども虐待問題は、かなり根深く広い
階層の中に沈殿して増加しているに違いな
いと思わざるを得なかった。
　ここまで話題になると、議会でも取り上げ
ざるを得ない須藤甚一郎さん。質疑をするこ
とになったので傍聴に出かけてみた。前から
感じていたことではあるが、目黒の本会議場
は傍聴席から見ると縦穴のような深い谷底
形になっていて、議員と区長が底の方でなに
やらやりとりしている。傍聴者は谷底を覗くよ
うにして聞いているが、まあ、半分ぐらいしか
私には聞こえなかった。そのうち詳しい話を
須藤さんに聞かなくてはと思いながら忙しさ
にかまけていて、１０月４日、約半年の空白を
経て「厚労省専門委員会報告」が一斉に報道
され、再度、須藤さんと会うことになった。

　須藤甚一郎さんからいただいた資料によ
ると、９月５日に目黒区の議会運営委員会で
は、「児童虐待の未然防止と要保護児童早期
発見に向けた警察との情報共有に関する協
定」の報告がなされている。子ども達を巡る
環境は年々内容が深刻化しているようであ
る。その中で児童相談所は東京都人口が約
１，３８０万人もいるのに、たったの１１か所し
かない。目黒区の子育て支援部に聞いてみ
ると、船戸結愛ちゃんの担当をした品川児童
相談所は、品川・目黒・大田と三区のエリアを
カバーしなければならない。百万人以上の
人口を抱えているエリアである。１７歳未満
の児童の数は、この約１２％位としても１３万
人以上おり、到底児童相談所一か所では、そ
の任務を果たして行けないのではないかと
思われる。
　虐待問題の中には、少女が父親から受け
る性的虐待などもある。これなどは絶対に表
面には出てこない。少女が自立し大人になっ
て告発するまで分からないのだ。結愛ちゃん
の事件は氷山の一角でしかないような気が
するのだ。
　目黒区の場合でいうと、昨年度の統計で
年間通報を受けている回数が２９件なのだ
そうだ。そして現在注意して見守っていなけ
ればならないと思われるケースは１７３件あ
るという。品川児相が中心となろうが、目黒
区としても７人ほどでフォローしている。虐

待によって児童が死亡するケース
が後を絶たない時代であることを
考えると、早い段階で、母親の十
分な相談に乗ることのできる、ゆ
とりある児童相談所が必要となっ
てくる。目黒区からでもいい、保育
園同様、充実した中身を持った児
童相談所や児童保護施設を細か
く配置するよう国や都へ要望する
必要があるのではないか。厚労省
は全国で２，０００人増員を決めた
というが抜本策とはならないであ
ろう。多摩地区を含めて東京で１１
か所というのは時代にそぐわない
のではないだろうか。

　厚生労働省の専門委員会の
調査経過を見ると、結愛ちゃんは
２０１６年８月から２０１８年の３
月に亡くなるまで、一年以上に渡
る期間（一時保護期間を除く）虐
待を受け続けていた。いやもっと
何年もの長い期間かもしれない。
２０１６年、２０１７年の二回、合計
５か月と１０日、一時保護を受けて
おり、いずれも傷やこぶ・あざなど
が見受けられたとのことである。
こぶや傷が見受けられるようにな
れば、内的にはもっと深いダメー
ジを受けていて、香川県の医療機
関に「父から暴力を受けている。家
に帰りたくない」と結愛ちゃんは訴
えた。二回も訪ねて、会えなけれ
ば危険度としても最終段階ではな
いか。香川県児相は、危険度は「中
程度」とし、詰めた検討がなされな
かった。何かが欠落しているのだ
が、圧倒的に人手も足りないはず
だ。そして現実は女性の劣悪な労
働条件、世界でも類を見ない日本
の狭隘な居住環境、閉ざされた生
活空間の中での子育て、母親とし
ての力量不足も自分を振り返ると
感じる時がある。複雑で難しいも
のがあるが、親身になった対話力
を行政はどうつくるか知恵を絞り
合わなければならない。
　しかも今年のスポーツ界におけ
る権力的支配と暴力事件の数々、
総理大臣の嘘とごまかしと無責
任、パワハラ・セクハラ何でもあり
の時代になって、「今だけ金だけ自
分だけ」の風潮が蔓延しているの
である。子どもの世界に影を落と
し、子育て世代、働く現場、見捨て
られていく下流老人たちなど、ど
うにもならない人々の「悲鳴」が、
この問題を通しても聞こえてくる
ようだ。
　大企業は税率が下がってウハウ
ハの大儲け。何が道徳教育なのだ
ろう。安倍晋三にこそ道徳教育を
受けさせよう！何が６，０００億円の

「イージス・アショア」なのか。世界
では平和構築に向け努力している
国もあるのに、海を破壊して辺野
古に６，０００億円（否算出不能な額
となる）の基地を造るとは！あきれ
果てる。税金の使い道が間違って
いる。青木区長も安倍総理を反面
教師とし、報われない区民の方を
向いて区政をやってほしいと切に
願うのだ。

須藤の議場の
姿アレコレ

11月15日｢東京新聞｣

　５歳の女の子・結
愛ちゃんが虐待さ
れ死亡、やっと覚え
た「おねがい　ゆる
して」は涙なしには
読めない。結愛ちゃ
んは、２人は１月下
旬ごろから十分な
食事を与えずに栄
養失調状態に陥ら
せ放置。
　３月２日には、低
栄養状態などで起
きた肺炎の疑いが

ある。再発防止の区民の陳情書を全員一
致で採択。再発防止はどうすべきか！
　目黒区内アパートで、５歳の女児・結愛

（ゆあ）ちゃんが義父に殴られ死亡。両親
は逮捕。目黒区民から再発防止策の陳情
があり、全員一致で採択された

　すでに新聞・テレビ等で報道されている
が、5歳の女児・結愛（ゆあ）ちゃんが今年
3月、目黒区のアパートで養父に殴られた
のちに死亡。両親は保護責任者遺棄容疑
で逮捕されている。結愛ちゃんがノートに
書き残し　「もうパパとママにいわれなく
ても　しっかりとじぶんから　きょうより
もっとあしたはできるようにするから　も
うおねがい　ゆるして　ゆるしてくださ

い　おねがいします　ほんとうに　もう
おなじことはしません」
両親に教えられた文章だというが、涙なし
では読めない文章だ。
　幼児虐待死を再発させないために、どう
すればいいのか。
　東京には児童相談所が11か所ある。目
黒区を管轄しているのは、品川児童相談
所である。
①品川児童相談所と目黒区の子ども家庭

支援センターのより一層の連携が必要
である。

②地域の民生児童委員と協力し、より十
分な見守りが望まれる。

③警察と子ども家庭支援センターが情報
共有し、素早く対応すること。

④虐待の事案は性までに経緯をしっかり
と検証することが必要である。

須藤甚一郎様
　先日、とても天気の良い週末で
したが、銀座のみゆき通りで、偶
然お見かけして、「エ、エ、エ？あの
テレビの須藤さんなのかしら？」
と思い、つい立ち止まってしまい
ました。白髪になられて少しふっ
くらして「好好爺」（失礼ですよ
ね。すみません）という雰囲気は、
昔のテレビのイメージとはだいぶ
違いましたが、お連れの方も昔、
テレビで拝見したお顔のようでし
た。楽しそうに歩くお二人でした
が、今の銀座の雑踏をどう思われ
ているのでしょう。
　私も仕事人間だった主人を数
年前に亡くし、久々に友達と銀ブ
ラを楽しもうと思い、出かけたの
ですが、あまりの人の多さに気後
れしてしまいました。人、人、人、
それもほとんどが外国人。人混
みに圧倒され、友人達とまともに
まっすぐ歩くこともできず、これ

須藤甚一郎議員様

A太郎「何かこの頃、目黒川臭いワーン」
B子　「何よ、アナタ、ナンカ鼻の上に汚い落ち

葉、ひっついてるワン、落ち葉じゃなく、
落ちこぼれ？」

A太郎「なんだ、ワン！！そっちこそ、足元気を付
けな！若い子の落とし物でもフンづける
なよ。」

B子　「フフーンだ！今に私もあの小さい子たち
がいっぱい乗ってる、四角のあの乗り物
に乗って散歩するワン」

A太郎「バカ！！あんな、ギュウ詰めに乗ったら、踏
みつぶされるぞ、だワン」

B子　「私を誰だと思ってるの？昔はここらへん
で、ワン、ワンいわせたのよ」

A太郎「それは失礼！！それにしても、いまにここ
ら辺もピカピカ訳もなく光るんだろうな
あ。去年はブルーだったか、一昨年もブ
ルー。冬なのに寒々としてたワン」

B子　「何をバカなこと言って。青の洞窟とか何
とかいうのよ～ですワン」

が今の日本、東京の実態なんだとつくづく思
いました。
　でも、ふわーっと何年も前の、昔のあの頃
を思い出し、パソコンで「スドウジンイチロ
ウ」と打ったら、出て来ました。出て来ました
よー。今の須藤さんは目黒区の区議会議員
をなさっているのですね。あの当時の鋭い
語り口で、議会でもやり取りをなさっている
のでしょうか。YouTubeも見させていただ
いています。まだまだバリバリ現役なのです
ね。
　これからも私たちの世代の代弁者として
もっともっと頑張ってください。
　時は移り、今は銀座の並木道も今年の悪
天候のせいなのか、都政、国政の悪政策のせ
いか、息苦しい、淋しい限りです。あの頃をも
う一度とは、私ももう言えない歳ですが、須
藤さんのお元気な姿、また、目黒区政、都政、
国政への痛烈な物言いに大変励まされまし
た。
　私は目黒区民になりたてですが、私達の
世代の思いを代表して、これからも辛口でバ
リバリ物を言っていただきたいと思います。
　失礼とは思いながら、一筆啓上申し上げま
した。

A太郎「じゃ、一緒に探検といこうワ
ン」

B子　「いえいえ、そのうち私たち
立ち入り禁止にされるワン。」

A太郎「いやだねえ、歳は取りたく
ないね、何か今の世の中み
ているみたいだワン」

B子  「うーん、そうしたら、目黒区に
は「はなはだしい」一郎さん
ていう議員さんがいたわよ
ね。一緒に吠えてもらうワン」

A太郎「はなはだしいって、「甚」
ていう甚一郎さんのことか
い？」

B子　「ワン！ワン！分かった！須藤甚
一郎議員だワン」

A太郎「よーし！！今日ももっと吠え
まくるぞ！だワン！ワン！ワオワ
オーン！」

と、今日の我が家の愛犬たちの会
話でした。
　まさに今の世の中を代弁してい
て多いに共感！共感！これからも闘
い続けてください！という願いを込
めて
　目黒区大橋在住
　目黒区民＆目黒区わんこ一同

目
黒
よ
も
っ
と
ガ
ン
バ
レ
！

区
民
は
も
っ
と
吠
え
ろ
！

目黒区民発言 ①

目黒区民発言 ②

我が家の、とある日の
散歩ワンワン談議

厚労省の聞き取り調
査と、政治の腐敗と人
間のすさみ

児童虐待は深まり広がっている

議場での青木区長
ああ眠い！

目黒区幼児虐待死事件
再発防止策をどうすべきか

平成30年6月7日
陳情者　目黒区民　宮内実太郎

目黒区で虐待死
結愛ちゃん事件を思う
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カルーセル麻紀さん

東郷  健さん

　１１月は児童虐待防止推進月間で
す３０年度児童虐待防止推進月間
標語

未来へと命を繋ぐ　
　子どもの虐待に気付いたら、子ど

ものことを一番に考えて連絡(通
告)してください。内容・連絡者(匿
名可)に関する秘密は守ります。

相談・通告
　子ども家庭支援センター
　☎５７２２−９７４３
　＜月～金曜日　８：３０～１７：１５＞
　品川児童相談所
　☎３４７４−５４４２
　＜月～金曜日　９：００～１７：００＞

夜間・休日などで緊急の場合は
　児童相談所全国共通ダイヤル
　☎１８９＜２４時間対応＞
虐待を疑うきっかけ
・大人の怒鳴り声や子どもの泣く声

が聞こえる
・家の外に締め出されている
・夜遅くに子どもだけで外を歩い

ているほか連絡する際のポイント
(分かる範囲で構いません)

・いつ頃から、どこで、どんなふうに
・子どもの様子、時間や回数、けが

やあざの有無
・分かれば、子どもの住所(目印も

可)、氏名、年齢、性別、学校名など
　小学生でも読めるよ！安倍晋三首

相「背後」を「せいご」と読み大恥
かいたぞ

　安倍晋三首相が2018年9月26日（日
本時間）、米ニューヨークで開かれていた
国連総会の一般討論演説で、「背後」（は
いご）を「せいご」と読み違えた一幕があっ
た。国連総会だから外国人が多く、ボロ隠
しにはなったが、安倍首相が公の場で誤
読するのは、これで2度目。２０１７年１月
２４日、参院本会議で「云々」（うんぬん）
を（でんでん）と読み間違え爆笑された。
よっぽど学がないんだ。小学生が勉強する

『うんこ漢字ドリル』はどうだ！
　安倍晋三首相が１１月２日の衆院予算
委員会の答弁で、自らを「立法府の長」と

言い間違えた。首相は過去の国会答弁で
も同じような言い間違えをしたことがあ
る。
　国民民主党の奥野総一郎氏が「（国会
議員の）定数削減に真剣に取り組むのか」
と質問。首相は「我々は１５議席削減した。
削減が多ければ多いほどいいのか、とい
う議論もしなければならない」と言ったあ
と、「私はいま立法府の長として立ってい
る」と述べた。
　委員会室がざわつく中、「失礼、すみま
せん。行政府の長として立っているわけ
で、立法府の議員定数について、私が少な

い方がいいと言うことがあってはならな
い」と語った。

　目黒区議会の９
月定 例 議 会には、

「 同 性 パ ートナ ー
シップの公的承認」
の陳情が提出され
た。しかし、委員会
で 採 択されずに、
継続になっている。
陳情者の陳情の趣

旨は、２０１５年には渋谷区で「同性パートナー
シップ条例」が作られ、その後に世田谷区では

「パートナシップ宣誓制度」が作られたのが
きっかけで、伊賀市、宝塚市、那覇市、札幌市、
福岡市などで承認制度ができたという。　　
　性的マイノリティの理解の促進、差別の解消
につながるというのだ。しかし、ぼくらが見た過
去を振り返ってみると、性的マイノリティの方た
ちが、自ら差別等と闘いながら、打ち破ってき
たのは確かである。
　ぼくは雑誌記者として、あるいはテレビ記者
として、性的マイノリティとして闘った人たちを
よく知っている。まず、「おかまの東郷です！」と
胸を張っていた故・東郷健氏「男から女になった
カルーセル麻紀よ！」といつも元気で綺麗なカ
ルーセル麻紀さん。
　東郷健氏が参議院選挙に出馬したのは、昭
和４７年だった。姫路でラーメン店、高級おかま
バーなどを経営していたが、突如、参院選に全
国区に立候補した。新橋駅前のおかまバーを貸
りきって選挙事務所にした。当時はまだ全国制
があった。「あたし東京のことなにも知らない
の」と、石原慎太郎のヨットの手伝いをしていた
学生が選挙車のドライバー。

　選挙戦の第一声
は、浅草の雷門に選
挙車を止め、派手な
和服姿の東郷健が
選挙車によじ登り、
でたいスピーカーで
アメリカの大統領リ
ンカーンの演説「人
民による、人民のた

めの、人民の政治！」をパクッて、「おかまによる、
おかまのための、おかまの政治！」と怒鳴った。
　雷門の真ん前は、大騒ぎだった。「ありゃ誰
だ！」「何者だ！」ってそごかったぜ。ぼくが、ジャパ
ンタイムズの記者だったアメリカ人が社長の通
信社に飛び込み、アメリカ、イギリスの新聞に東
郷健の写真を掲載しよう知恵を絞ったのだ。
　ぼくがアメリカ人の社長に東郷健のことを
伝えると、「参院選挙のスローガンは何だ？」と
聞いたので、「リンカーン大統領の演説を真似
て『おかまによる、おかまための、おかまに政治
だ！』と言ったら」大笑いしながら、OK！」と。
　若い週刊誌のカメラマンを雷門の前に張り
付かせておいたので、社長は撮った写真をすぐ
にイギリスのタブロイド版の夕刊紙に送った。
英国に写真が到着すると、すぐに東郷健写真付
きの新聞が大評判になった。

　カルーセル麻紀は、バラの花のタットー（入
れ墨）が太腿に彫ってあったので、英国、フラン
スで大評判だったという。

【陳情の趣旨】
2015年に渋谷区でいわゆる「同性パート
ナーシップ条例」が作られ、世田谷区では「同
性パートナーシップ宣誓制度」が作られたこ
とがきっかけとなり、伊賀市、宝塚市、那覇
市、札幌市、福岡市、大阪市でも同性でも同
性パートナーの承認制度が開始されていま
す。また、中野区、さいたま市、千葉市、名古
屋市、長野市でも実施する方向が示されて
います。
　家族を形成し、社会から承認を得ること
は人としての根源的な欲求です。異性愛者
には、家族を形成し、法的に保護がなされる
一方で、同性と親密な関係を築きたい人を
そこから排除することは正当なことでしょう
か。そのため、同性カップルを含む「パート
ナーシップの公的承認」のための導入に向け
た協議を開始してください。そのことが性的
マイノリティの理解の促進、差別の解消につ
ながり、マイノリティが自分らしく生きられる
社会が実現することになると考えています。

【陳情事項】
　目黒区でも同性パートナーシップの承認
制度を創設し、その存在を公に認める方策を
とることにより、目黒区を性的マイノリティに
とっても住みやすい、魅力ある多様性を認め
られる都市にして頂きたく、導入に向けた協
議を開始してください。

　児童虐待の未然防止と要保護児
童の早期発見に向けた警察との情
報共有等に関する協定の締結につ
いて
1．概要
　目黒区（以下「区」という。）と警視
庁目黒区警察署及び警視庁碑文谷
警察署（以下、「区内両警察署」とい
う。）が対応する児童虐待相談は、
年々内容が深刻化し、双方がこれま
で以上に、緊密に連携しなければ解
決できない案件が増加している。
　区はこれまでも、要保護児童対策
地域協議会（※）などを活用して、区
内両警察署との連携を図ってきたと
ころではあるが、児童虐待の緊急性
の有無などを的確に判断するために
必要な情報量を増やす等、より一層
の連携を行い、児童虐待対応に取り
組む必要がある。
　ついては、区と区内両警察署の間
で情報共有等に関する協定を締結
し、児童虐待の未然防止と要保護児
童の早期発見を図ることとする。
　※虐待を受けている子どもを始
めとする要保護児童の適切な保護
を図るため、関係機関等により構成
され、要保護児童及びその保護者に
関する情報の交換や支援内容の協
議を行う会議体（児童福祉法第25
条の2）。
2．協定締結の効果
　区及び区内両警察署が相互に必
要な情報を確実に共有し、児童の安
全確認及び安全確保をより確実に行
うことで、これまで以上に、迅速で的
確な児童虐待対応が可能になる。

一般質問、セクハラ事件を追う！
　質問者氏名　須藤甚一郎
　目安時間　　30分

目黒区職員が帰宅する女性を送る際
にセクハラ事件を起した、送り狼（お
おかみ）事件だ。
　目黒区は去る平成30年6月1日付けで、目
黒区役所で働く部長、課長ら管理職から部下
の一般職まで全員に、A4判に事件の概要が書
かれた文書が配布された。しかし、区議会への
報告はないし、議員個人にもまったく報告がな
い。いったいどういうことなのか。文書にはこと
あるごとに「わたしが責任者だ」と発言する青木
英二区長ではなく、総務部長（関根義孝）の名
前があった。
　配られた文書のタイトル（見出し）は、「服務
規律の遵守と違反事故の再発防止について」
と書かれていた。配られた文書に書かれた内容
はこうだ。「区職員が女性を送って帰る際に、セ
クシャルハラスメントに該当する行為を行う事
件が発生しました」とある。セクシャルハラスメ
ントとは、「性的に嫌がらせをすること」である。
普通はセクハラと呼ばれ、セクシャルハラスメン
トの略語、通常語だ。

　若い女性を家まで送るように見せかけて、乱
暴しようとたくらむのは、古くから「送り狼（おお
かみ）」といわれる。国語辞書・大辞林第3版（三
省堂）：「若い女性に親切そうに家まで送るとみ
せかけて、すきがれば乱暴しようとたくらむ男」
と定義されている。
　平成30年6月1日付で、女性に性的な嫌が
らせを行った区職員は、定職10日間の懲戒処
分にされた。目黒区の最高決定機関の政策決
定会議に報告済みである。職員全員に配られた
文書を読んでも、何が起きたのかはっきりしな
い。セクハラに該当する行為といわれても、ク
イズじゃあるまいしわからない。
　目黒区職員は、これまでに痴漢、盗撮など破
廉恥（ハレンチ）や猥褻（わいせつ）な事件をた
びたび起してきた。青木英二区長が区長になっ
てからの職員に対する懲戒処分の状況（目黒区
作成）を紹介する。「痴漢などワイセツ事件でこ
んなに懲戒処分があったのか」と、区民は驚き、
怒るだろう。
　質問　青木英二区長に聞く

（1）今回のセクハラ事件で青木区長は、責任者
としてトップに出ず、関根総務部長名で文書を
配布したり、再発防止と言いながら、区の最高
責任者として卑怯なやり方だ。それでは再発防

止は無理だ。なぜ、そんなやり方をしたのか。
（2）送り狼、セクハラ事件は、職員に対する懲戒
処分の状況を見ればわかるように、目黒区の痴
漢、盗撮などワイセツ行為はあとを絶たない。
特別区23区中で最悪だと言われたこともあっ
た。青木区長は「再発防止、再発防止」と鸚鵡

（おうむ）返しに言うだけで、ワイセツやハレン
チ行為を退治する意気込みと計画はあるのか。

えっ？ 安倍首相が｢背後｣を読めず！！

目黒区職員のセクハラ
事件を青木区長が隠したか？

イギリスのタブロイド新聞で
「おかまによる、おかまの
ための、おかまの政治！」が
大評判だった！

同性パートナーシップの
公的承認について

１１月は児童虐待
防止月間だ

児童虐待の未然防
水の警察との協定
締結

議場での青木区長
ああ眠い！

性的マイノリティーの東郷健も
カルーセル麻紀も大活躍！
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目黒区議
選 平成

15年
目黒区議

選 平成
19年

目黒区議
選 平成

23年

当 3,0
40須藤

甚一郎
64 無

元②

無所属・須藤甚一郎
区民の圧倒的な支持！
4回連続
トップ当選果たす！

目黒区議会議員（無所属）ジャーナリスト

須 藤 甚 一 郎
（すどうじんいちろう）

この政務活動リポートは、政務活動費で印刷し配布するものです。

　１９６７年以来、ジャーナリスト（雑誌記者、専門学
校ジャーナリスト講師、夕刊紙編集員、テレビリポ
ーター、コメンテイター）として４9年間活動。現在
も週刊誌にコラム連載。政治、司法、医学、災害、事
件から芸能ニュースまで取材範囲は幅広い。著書に

「まっ黒長屋の物語」（三一書房）ほか多数。
平成１１年４月　目黒区議選に初当選
平成１５年４月　２期目区議選に３０４０票（1位）
平成１９年４月　３期目区議選に４８９８票（1位）
平成２３年４月　４期目区議選に３９８６票（1位）
平成27年４月　5期目区議選に4303票（1位）
　無所属議員として、目黒区行政の不正、疑惑、税
金のムダ遣いなどを徹底的に追及しつづけてい
る。住民監査請求、住民訴訟、行政訴訟などの法
的手段を使って、目黒区の行政チェックをやって

いる。

こうした住民訴訟を提起してきた！
　これまで、目黒区旧区役所・公会堂を随意契
約で最高購入価格より３９億円も安く売却した
ため、当時の区長の損害賠償を求め住民訴訟
を提起した。他にも青木区長が、公務で新年会
１３２回出席、１１５万円余を支出した事案。めぐ
ろキャンパス内のレストラン「シェ松尾」の改修
工事で、青木区長が公費４７０万円余を支出した
事案。青木区長は「目黒区を楽しむ本」の制作、
発行に１５００万円支出したが、売上金２２００万
円余の金額が出版社の収入になった事案。子ど
も手当の目黒区負担分５億１８００万円余の公
金支出を差し止める住民訴訟を提起。
　旧区役所売却に係る住民訴訟で、私は政務
調査のための訴訟なので政務調査費の一部

（１３５，７２５円）を訴訟関係の費用に充てた。
　ところが、青木区長は平成１９年、政務調査費
の使途基準に反するとする違法な監査委員の
勧告を受け、私に返還命令処分をした。そこで、

平成２０年２月に、私は青木区長を被告にして、
処分取消訴訟を提起。同年１１月に、東京地裁
で勝訴。
　平成２１年９月には、東京高裁でも勝訴した。
平成２５年１月２５日、最高裁での判決があり、
処分した１３５，７２５円のうち１０７，３７５円は違
法であり、処分取消しで勝訴。
　平成２６年 区有施設見直し方針に関し住民
訴訟。安倍総理「集団的自衛権行使の閣議決定
は違憲」の行政訴訟提起。
平成２８年５月　JR跡地（旧国鉄）住民訴訟
早稲田大学第２政治経済学部政治学科卒業
昭和１４年（１９３９年）東京生まれ

発行日：平成30年11月20日
　　　　〒152-0034
　　　　東京都目黒区緑が丘１−１１−３
電　話：０３−３７２３−８１６７
ＦＡＸ：０３−３７１７−６２２３
発行人：須 藤 甚 一 郎

「めぐろ区議会だより10月31号」
　９月５日から２８日まで定例区議会が開催
され、一般会計等歳入歳出決算が認定され
た。しかし、私はつぎの反対討論を行い反対
した。
反対討論
②目黒ムダ遣い多い
②「理事者」「請願・陳情」「インターン」とは？
　目黒区はなぜムダ遣いが多いのか？ 私
は平成29年度の一般会計決算認定も反対
だ。2020年東京オリンピックを理由に中央

体育館改修（17億円余）など、 滅多やたら使
うが、変だぞ。
　トンデモナイことである。目黒区議会で
は、目黒区民には通じない「理事者」｢請願と
陳情は同じ｣「インターン」などの 用語が跋扈

（ばっこ）している。「理事者」は地方自治法
には存在しないし定義もない。請願は地方
自治法124条にあり、議員の紹介で請願書
を提出し要求を願い出ること。陳情は地方自
治法にない。「インターン」は区議会議員が
自らの責任で使う外部の者のことだ。

臨時職員とは
　公務員の臨時職員とは、正規職員が一時的
に欠けるなどの緊急の場合や、臨時の職があ
る場合などに採用される人のことをいい、地方
公務員法22条に基づいて任用されます。臨時
職員の任用期間は6ヵ月ですが、場合によって
は一回の更新があり、最大で
1年間勤務することが可能で
す（ただし、実態としては1年
間が過ぎたのち、一定の空白
期間をもうけて再度雇用する
ケースもあるようです）。臨時
の場合、一時的にではありま
すが、正規の公務員とほぼ同
等の立場で働くことになります。地方公務員法
が適用されるため、副業は禁止といった決まり
があります。
非常勤職員とは
　一方、非常勤職員は、定期間に専門的知識を
要する職員を必要とする場合に雇用される職
員であり、地方公務員法上の特別職の地方公
務員です。
　一週間のうち決まった日や時間のみ勤務す

　目黒区内の保育園で細菌性赤痢の集団発
生の事例があった。細菌性赤痢は、近年では
重症化する事例は少なくなってきています
が、感染力が強く、施設や家庭等でも感染が
拡大することがあり、十分な注意が必要だ。
1 事例の概要
　目黒区内の保育園（1園）に通園中の園児
が下痢、血便を呈し、受診の結果、10月12日

（金曜日）に細菌性赤痢と診断され、同日医
療機関より目黒区保健所に発生届が提出さ
れました。
　同日、目黒区保健所は同施設を訪問し、調
査及び衛生指導を行いました。また、10月
12日（金曜日）から園児及び職員、20日（土
曜日）からは園児の家族に対象を拡大して健

ることが多いようです。
　非常勤職員に関する条例は自治体によって
異なっており、任用期間は一年以内と定められ
ているところもあれば、それ以上のところもあ
るなどまちまちです。
　なお、非常勤では副業が認められているケー
スが多いようです。
　臨時職員、非常勤職員いずれを目指す場合
でも、それぞれの選考試験を受けて、任用され
る必要があります。
まれにハローワークで求人が出されることもあ
るようです。なお、募集は欠員があった際など
に不定期で出されることも多いです。
給与と待遇
　臨時職員や非常勤職員の給料は日給月給で
ある場合が多く、一般的な公務員に比べてそ

の水準は決して高くないとさ
れています。ボーナスの支給
は基本的になく、年収にして
200万円に満たない人も少
なくないようです。
正 規 職 員 へ のステップ
アップは可能？
　臨時職員や非常勤職員で

ありながら、正規職員を目指していくことは可
能です。
　ただし、臨時や非常勤の経験者でも、正規職
員になるうえで特別に優遇されることはなく、
他の受験生と同様に公務員採用試験を受けて
合格し、採用される必要があります。実際、臨時
や非常勤として働きながら、公務員採用試験へ
の合格を目指して勉強を続ける人も少なくな
いようです。

康調査を行い、感染源について感染症、食中
毒の両面から調査を実施しています。
　10月23日（火曜日）現在、細菌性赤痢の
感染者は21名、うち園児20名、職員1名で
す（調理従事者は感染なし）。感染者は1名を
除き有症状となっており、園児2名が入院し
ましたが、回復傾向にあり、現時点で重症者
は確認されておりません。感染者について
は全て抗菌薬治療を実施しています。なお、
症状がある園児、感染が確認された園児は、
登園を控えていただいています。
　平成30年10月23日
　目黒区企画経営部広報課
　03（5722）9621

遺贈（自由が丘三丁目の不動産及び動産）の
申出への対応について
1．経緯
　平成 30 年 4 月 4 日付で、遺言執行者（弁
護士）から目黒区長宛てに遺言執行に関する
通知が提出された。遺言の内容は、平成 29
年 10 月 20 日に死去した A 氏が保有する目

黒区自由が丘三
丁目の不動産及
び動産（以下「不
動産等」という。）
を東京都に遺贈す
ること、東京都が
これを受けない場
合は、目黒区に遺
贈するというもの
である。
　 そ の 後、 平 成

30 年 6 月 27 日に東京都が第 2 回東京都議
会定例会における議決により権利の放棄を決
定したことを踏まえて、7 月 2 日付で、遺言
執行者から目黒区長宛てに改めて目黒区を遺
贈先とする遺言執行に関する通知が提出され
た。

　遺贈の対象になっているのは、自由が丘に
住んいた、犬、狼などに詳しい動物学者の故・
平岩米吉さん（１８９８年～１９８６年）である。

イヌ、ネコ、ハイエナ、オオカミなどの動物に
精通していた。多数の野生動物を自由が丘の
自宅で飼育していた。私（須藤甚一郎）は、
昭和３０年代に東京大学（本郷）の正門前の
井上書店で働き、都立小石川高校の定時制（夜
間）で勉強していた。
　井上書店は、自然科学の古書籍の売買では、
日本一の書店であり、平岩先生はよく井上書
店で書籍を買った。ぼくは本郷の井上書店か
ら自由が丘の平岩先生のご自宅に届けたもの
だ。まだスクーターに乗るまえは、東京駅前
からバスで、自由が丘の平岩先生の家まで書
籍を届けた。
　庭がとても広く、庭では犬が放し飼いにさ
れていたのを覚えている。先生は着流しスタ
イルで犬とじゃれていたものだ。当時は、ま
だ目黒通りもなく、環七もなかった。先生は
狼を連れて、銀座通りを歩いて楽しんだこと
もあるそうだ。日本最後の野生の狼を自由丘
の自宅で育てていたという。先生の自宅には、
イヌ、オオカミなどのはく製をはじめ数多く野
生動物標本が、現在も保存されており、貴重
なものだ。
平岩米吉先生の屋敷と動物標本などが、遺贈

（死後に送られる）されるという。
―――――――――――――――
2．不動産について

（1）不動産
ア．土地（地積 3，604．74㎡）（位置図参照）
目黒区自由が丘三丁目 158 番 5 の土地
目黒区自由が丘三丁目 160 番 1 の土地
目黒区自由が丘三丁目 161 番の土地
イ．建物（延床面積 502．83㎡）

3．遺言の内容
（1）寄付先
　不動産等は、東京都に寄付する。東京都が
受けないときは、目黒区に寄付する。
ア．Ｂ氏の研究資料等を収蔵する資料館を、Ａ

氏の死去 5 年間は非公開とすること。そ
れ以後は、専門の資格を持つ研究者のみ
に公開し，保存すること。

イ．Ｂ氏の住居及び研究執筆の場であった資
料等が収蔵されている母屋、離れ、その
他未登記の建物は非公開として維持するこ
と。ただし、老朽化により、修理不能となっ
た時は、中にある資料等を資料館に移して
から取り壊すこと。

ウ．資料館その他を含む敷地は、現存する地
形や樹木等に出来る限り変更を加えず、Ｂ
氏の氏を冠した入園有料の公園として使用
すること。

エ．2（1）に記載の不動産の寄付を受けた東
京都や目黒区等の公共機関は将来におい
ても前期記載の使用目的、使用法を変更
せず、またいかなる個人、法人、宗教団体
にも寄付したり条としたりせず、かつ有償
無償にかかわらず、一切使用させないこと。

4．
（1）遺贈受け入れの可否について

本件は、土地利用等にお
いて多くの条件が課されて
おり、区の重要施策などの
実現に向けた転用が認めら
れない一方で、施設や収
蔵資料等の維持管理経費
が相当程度かかることが想
定される。広く区民サービ
スの向上に直接寄与するよ

うな利活用は難しい反面、維持管理費等に多
額の一般財源を投入することは適切ではない
と考えられる。

（2）議会の議決について
遺言は、遺言者の死亡の時からのその効力が
生じることとされている（民法第 985 条第 1
項）。また、受遺者は遺言者の死亡後いつで
も遺贈を放棄することが認められている（民
法第 986 条第 1 項）。
　一方、地方自治法第 96 条第 1 項第 10
号において、「権利の放棄」は議会の議決事
項とされていることから、区としての意思決定
に当たっては、議会の議決を受ける必要があ
ると考える。

（3）今後の予定として、目黒区長ら執行部は、
今回の遺贈の申出については受けないことと
し、議会に議案提出するというが、貴重な土
地３，６００余㎡といろいろな動物の剥製や関係
資料もあるのだから、目黒区は遺贈の申出を
生かして利用するのがいい。議会の議決にあ
たっては、貴重な土地利用や学術資料の保存
に賛成する議員も多いのである。
平成 30 年　11 月の第 4 回区議会定例会に、
この議案は提出される。

目黒区自由が丘三丁目の３，６００㎡余の
貴重な一等地が、目黒区に遺贈されるのか？
（遺贈とは、遺言によって財産を与えること）

２０２０年地方公務員法改正
臨時、非常勤職員はどうなる？

公務員の臨時職員、
非常勤職員とは

★２０２０年には、地方公務員法改正
で、臨時職員、非常勤職員が大幅に改
正されるという。現在の臨時職員、非常
勤職員は、いったいどんな状況なのか
をまとめてみた。

私、目黒区議会議員の須藤甚
一郎は、昭和30年代には何度
も平岩先生の自由が丘のご自
宅を訪ねてものだ！

保 育 園 に 赤 痢 が 集 団 発 生！


